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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上装置と、先行列車の走行位置に応じた地上信号機の現示に基づき運転士が列車を手
動運転するための手動運転制御手段を有する車上装置とにより列車の運転保安を実現する
自動閉塞システムにおいて前記手動運転制御手段をバックアップする自動列車停止装置で
あって、
　前記地上装置は、
　軌道上の複数の各自動閉塞区間の軌道回路に、前記地上信号機の現示に応じた閉塞始終
端許容速度情報と、閉塞始端許容速度から閉塞終端許容速度まで減速するのに要する許容
距離情報としての減速距離情報と、前記閉塞終端許容速度まで減速するために必要な前記
各自動閉塞区間の始端から制動開始点までの許容距離情報としての制動開始距離情報とを
前記軌道回路を介して随時伝送する伝送手段を備え、
　前記車上装置は、
　前記伝送手段により伝送された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、
前記制動開始距離情報とを前記軌道回路を介して随時受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、
前記制動開始距離情報とに基づいて、前記各自動閉塞区間の始端から前記制動開始点まで
は一定の速度を示し、前記制動開始点から終端までは曲線状の速度を示すような速度制御
曲線を演算する演算手段と、
　前記軌道上を走行する自列車の走行速度を検出する速度検出手段と、
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　前記速度検出手段により検出された走行速度に基づいて前記各自動閉塞区間の始端から
の自列車の走行距離を積算する距離積算手段と、
前記演算手段により演算された速度制御曲線、前記速度検出手段により取得された自列車
の走行速度、前記距離積算手段により積算された走行距離及び前記許容距離情報に含まれ
る前記制動開始距離情報と前記走行距離とを比較した距離情報に基づいて自列車の走行速
度を自動制御する自動制御手段と、
を備えることを特徴とする自動列車停止装置。
【請求項２】
　地上装置と、先行列車の走行位置に応じた地上信号機の現示に基づき運転士が列車を手
動運転するための手動運転制御手段を有する車上装置とにより列車の運転保安を実現する
自動閉塞システムにおいて前記手動運転制御手段をバックアップする自動列車停止方法で
あって、
　前記地上装置に、軌道上の複数の各自動閉塞区間の軌道回路に、前記地上信号機の現示
に応じた閉塞始終端許容速度情報と、閉塞始端許容速度から閉塞終端許容速度まで減速す
るのに要する許容距離情報としての減速距離情報と、前記閉塞終端許容速度まで減速する
ために必要な前記各自動閉塞区間の始端から制動開始点までの許容距離情報としての制動
開始距離情報とを前記軌道回路を介して随時伝送させる工程と、
　前記車上装置に、伝送された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、前
記制動開始距離情報とを軌道回路を介して随時受信させる工程と、
　前記車上装置に、受信された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、前
記制動開始距離情報とに基づいて、前記始端から前記制動開始点までは一定の速度を示し
、前記制動開始点から終端までは曲線状の速度を示すような速度制御曲線を演算させる工
程と、
　前記車上装置に、前記軌道上を走行する自列車の走行速度を検出させる工程と、
　前記車上装置に、検出された前記走行速度に基づいて前記各自動閉塞区間の始端からの
自列車の走行距離を積算させる工程と、
前記車上装置に、演算された前記速度制御曲線、取得された自列車の前記走行速度、前記
走行距離及び前記許容距離情報に含まれる前記制動開始距離情報と前記走行距離とを比較
した距離情報に基づいて自列車の走行速度を自動制御させる工程と、
を含むことを特徴とする自動列車停止方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、地上信号機の現示に基づき運転士により手動運転される列車の運転保安を実現
する自動閉塞システムにおいて、運転士の手動運転をバックアップするための連続式の自
動列車停止装置及び自動列車停止方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の連続式自動列車停止装置（以下、「連続式ＡＴＳ装置」と呼ぶ。）では、軌道回路
に設置された地上装置が、先行列車の走行位置及び進路の開通状況から定まる地上信号機
の現示に応じて許容走行速度を決定する。それから、前記地上装置は、自動閉塞区間毎に
、構成された軌道回路に決定された許容速度情報を伝送する。そして、列車に搭載された
車上装置が、前記自動閉塞区間毎に軌道回路を介して前記許容速度情報を受信し、受信し
た許容速度情報が示す許容速度と現在の自列車の走行速度とを比較する。前記車上装置は
、運転士による手動運転優先の自動閉塞区間において、運転士の手動運転により現在の自
列車の走行速度が許容速度以下に減速しておらず超過していると判断すると、自列車を減
速又は停止させるためにブレーキを制御して、自列車の走行速度を制御する。
【０００３】
また、従来の連続式ＡＴＳ装置では、閉塞終端許容速度まで減速するために必要な制動開
始地点を検出するために、少なくとも１つの列車進入検知点が各自動閉塞区間の地上信号
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機の手前に設けられる。これにより、前記地上装置は、この制動開始点に列車が進入した
ことが検知されると、自動閉塞区間毎に伝送する前記許容速度情報を切り換え、閉塞終端
許容速度情報を伝送する。したがって、前記車上装置は、各制動開始点で階段状に自列車
の走行速度を制御する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の連続式ＡＴＳ装置では、上述したように、各自動閉塞区間の手前の
制動開始点において自動閉塞区間毎に伝送する許容速度情報を地上装置が切り換えるため
に、制動開始点への列車の進入を検知するための列車進入検知手段が必要であった。また
、制動開始点においては許容速度が階段状となるため、制動開始点までに閉塞終端許容速
度以下に列車の走行速度を低下する必要があり、列車の運転効率の低下を余儀なくしてい
た。
【０００５】
本発明の課題は、地上装置が車上装置に対して閉塞始終端許容速度情報、減速距離情報及
び制動開始距離情報を伝送することにより、減速開始点である制動開始点を検出するため
の列車進入検出手段を省略できるとともに、車上装置が前記情報に基づいて連続的な可変
速度制御曲線を生成することにより、列車の運転効率を向上させる連続式の自動列車停止
装置及び自動列車停止方法を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、
　地上装置（例えば、図１に示す地上装置３０）と、先行列車の走行位置に応じた地上信
号機（例えば、図１に示す地上信号機５１～５３）の現示に基づき運転士が列車を手動運
転するための手動運転制御手段（例えば、図２に示す走行速度手動制御装置１７）を有す
る車上装置（例えば、図１及び図２に示す車上装置１０）とにより列車の運転保安を実現
する自動閉塞システムにおいて前記手動運転制御手段をバックアップする自動列車停止装
置（例えば、図１に示す連続式ＡＴＳシステム１）であって、
　前記地上装置は、
　軌道上（例えば、図１に示す軌道４０）の複数の各自動閉塞区間（例えば、図１に示す
自動閉塞区間４１～４５）の軌道回路に、前記地上信号機の現示に応じた閉塞始終端許容
速度情報と、閉塞始端許容速度から閉塞終端許容速度まで減速するのに要する許容距離情
報としての減速距離情報と、前記閉塞終端許容速度まで減速するために必要な前記各自動
閉塞区間の始端から制動開始点までの許容距離情報としての制動開始距離情報とを前記軌
道回路を介して随時伝送する伝送手段を備え、
　前記車上装置は、
　前記伝送手段により伝送された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、
前記制動開始距離情報とを前記軌道回路を介して随時受信する受信手段（例えば、図２に
示す受信アンテナ１３及び受信器１４）と、
　前記受信手段により受信された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、
前記制動開始距離情報とに基づいて、前記始端から前記制動開始点までは一定の速度を示
し、前記制動開始点から終端までは曲線状の速度を示すような速度制御曲線を演算する演
算手段（例えば、図２に示す速度制御曲線演算器１５）と、
　前記軌道上を走行する自列車の走行速度を検出する速度検出手段（例えば、図２に示す
速度発電機１１）と、
　前記速度検出手段により検出された走行速度に基づいて前記各自動閉塞区間の始端から
の自列車の走行距離を積算する距離積算手段（例えば、図２に示す距離積算器１２）と、
前記演算手段により演算された速度制御曲線、前記速度検出手段及び前記距離積算手段に
より取得された自列車の走行速度、前記距離積算手段により積算された走行距離及び前記
許容距離情報に含まれる前記制動開始距離情報と前記走行距離とを比較した距離情報に基
づいて自列車の走行速度を自動制御する自動制御手段（例えば、図２に示す走行速度自動
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制御装置１６）と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、
　地上装置と、先行列車の走行位置に応じた地上信号機の現示に基づき運転士が列車を手
動運転するための手動運転制御手段を有する車上装置とにより列車の運転保安を実現する
自動閉塞システムにおいて前記手動運転制御手段をバックアップする自動列車停止方法で
あって、
　前記地上装置に、軌道上の複数の各自動閉塞区間の軌道回路に、前記地上信号機の現示
に応じた閉塞始終端許容速度情報と、閉塞始端許容速度から閉塞終端許容速度まで減速す
るのに要する許容距離情報としての減速距離情報と、前記閉塞終端許容速度まで減速する
ために必要な前記各自動閉塞区間の始端から制動開始点までの許容距離情報としての制動
開始距離情報とを前記軌道回路を介して随時伝送させる工程と、
　前記車上装置に、伝送された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、前
記制動開始距離情報とを軌道回路を介して随時受信させる工程と、
　前記車上装置に、受信された前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、前
記制動開始距離情報とに基づいて、前記始端から前記制動開始点までは一定の速度を示し
、前記制動開始点から終端までは曲線状の速度を示すような速度制御曲線を演算させる工
程と、
　前記車上装置に、前記軌道上を走行する自列車の走行速度を検出させる工程と、
　前記車上装置に、検出された前記走行速度に基づいて前記各自動閉塞区間の始端からの
自列車の走行距離を積算させる工程と、
前記車上装置に、演算された前記速度制御曲線、取得された自列車の前記走行速度、前記
走行距離及び前記許容距離情報に含まれる前記制動開始距離情報と前記走行距離とを比較
した距離情報に基づいて自列車の走行速度を自動制御させる工程と、
　を含むことを特徴とする。
【０００８】
ここで、前記自動閉塞区間は、複数の地上信号機で軌道を区切ることにより軌道回路を構
成する各区間のことである。また、前記閉塞始終端許容速度情報は、各自動閉塞区間の始
端及び終端における許容速度情報を示しており、前記減速距離情報は、各自動閉塞区間の
始端の許容速度から終端の許容速度まで列車を減速させるのに要する許容距離情報を示し
ており、前記制動開始距離情報は、前記減速距離を考慮して、各自動閉塞区間の終端の許
容速度まで列車を減速させるために、列車の減速を開始すべき閉塞区間の始端からの許容
距離情報を示している。よって、前記各自動閉塞区間には、これら閉塞始終端許容速度情
報と、減速距離情報と、制動開始距離情報とに応じたデジタル符号信号が流される。
また、前記地上信号機は、列車の走行位置から定まる現示を表し、「Ｒ（赤）」現示、「
Ｙ（黄）」現示、「Ｇ（青（緑））」現示等の予め設定された種々の現示を表す。
【０００９】
請求項１或いは２記載の発明によって、許容速度情報だけでなく許容距離情報が地上装置
から車上装置へ伝送されるので、車上装置が許容距離と積算した走行距離とを比較するこ
とにより、従来軌道に設置されていた列車進入検知手段により行なわれていた列車進入検
知を当該車上装置が行えるようになる。したがって、今まで使用していた列車進入検知手
段を省略することが可能になる。また、車上装置が許容速度情報及び許容距離情報に基づ
いて車上論理で連続的な可変速度制御曲線を生成するので、従来のように階段状の許容速
度情報ではなく、曲線状の許容速度情報に従って、当該車上装置が自列車の走行速度を制
御できるようになる。したがって、列車の運転効率を向上させることが可能になる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図１及び２を参照して、本発明の自動列車停止装置を適用した実施の形態における
、連続式ＡＴＳシステム１について説明する。
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【００１１】
本発明の自動列車停止装置を適用した連続式ＡＴＳシステム１において、地上装置が、位
置検知手段により検知された列車の走行位置の後方にある各自動閉塞区間に、地上信号機
の現示に応じた閉塞始終端許容速度情報と、減速距離情報と、制動開始距離情報とを伝送
する。そして、車上装置が、前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と、前記
制動開始距離情報とに基づいて速度制御曲線を演算し、自列車の走行速度及び走行距離を
取得して、速度制御曲線と自列車の走行速度及び走行距離とに基づいて自列車の走行速度
を制御する。
【００１２】
まず、図１を参照して、本発明の自動列車停止装置を適用した実施の形態における連続式
ＡＴＳシステム１の全体構成について説明する。図１には、連続式ＡＴＳシステム１の全
体構成の概略が示されている。
【００１３】
図１に示すように、連続式ＡＴＳシステム１は、軌道４０と、軌道４０を走行する列車２
０に搭載されている車上装置１０と、軌道４０に設置されている地上装置３０とを備えて
いる。また、連続式ＡＴＳシステム１において、列車２０に対して先行している列車を先
行列車２０’とし、列車２０を続行列車２０とする。先行列車２０’は、当該先行列車２
０’自身の走行速度を制御するために、続行列車２０の車上装置１０と同様の車上装置１
０’を搭載している。
【００１４】
軌道４０は、電気回路の一部として利用される軌道回路を構成する複数の自動閉塞区間を
形成する。また、これら複数の自動閉塞区間の始端には自動閉塞信号機（５３等）を設け
、この自動閉塞信号機が列車位置に応じた信号を現示し、運転士は、その現示に応じた速
度に列車の走行速度を制御する。車上装置による自動制御は、運転士が操作を誤った場合
に作用する、いわゆる運転士バックアップ方式となっている。例えば、本実施の形態にお
いては、軌道４０を地上信号機５１～５３で区切ることにより、運転士による手動運転優
先の自動閉塞区間４１～４５が形成されている。また、軌道４０には、自動閉塞区間毎に
閉塞始終端許容速度情報、減速距離情報及び制動開始距離情報に応じたデジタル符号信号
が流れている。
【００１５】
図１に示すように、連続式ＡＴＳシステム１において、先行列車２０’の走行位置及び進
路の開通状況から定まる地上信号機の現示に応じて続行列車２０の走行速度を制御するた
めに、地上装置３０は、各自動閉塞区間に対して、軌道回路の勾配等を考慮した閉塞始終
端許容速度情報、減速距離情報及び制動開始距離情報をデジタル符号化して、速度制御信
号を随時伝送する。そして、続行列車２０の車上装置１０は、各自動閉塞区間から前記速
度制御信号を受信して、速度制御信号が示す情報に基づいて速度制御曲線を演算する。
上述したように、閉塞始終端許容速度は、各自動閉塞区間の始端及び終端での許容速度で
あり、減速距離は、各自動閉塞区間の始端の許容速度から終端の許容速度まで列車を減速
させるのに要する許容距離であり、制動開始距離は、各自動閉塞区間の始端から列車の減
速を開始するまでの許容距離である。
【００１６】
例えば、図１に示すように、先行列車２０’が軌道４０の自動閉塞区間４５を走行してい
る場合、自動閉塞区間４４、４３及び４２の手前に設置されている地上信号機５３、５２
及び５１は、それぞれ、「Ｒ（赤）」現示、「Ｙ（黄）」現示及び「Ｇ（青（緑））」現
示を示している。これら地上信号機５１～５３の現示に応じて、地上装置３０は、自動閉
塞区間４１～４３に対して、それぞれ、「７５（ｋｍ／ｈ）」、「Ｘ１（ｍ）、７５（ｋ
ｍ／ｈ）、Ｙ１（ｍ）、４５（ｋｍ／ｈ）」、「Ｘ２（ｍ）、４５（ｋｍ／ｈ）、Ｙ２（
ｍ）、０（ｋｍ／ｈ）」を示す速度制御信号を伝送する。
このように、自動閉塞区間４２及び４３において、「７５（ｋｍ／ｈ）、４５（ｋｍ／ｈ
）」及び「４５（ｋｍ／ｈ）、０（ｋｍ／ｈ）」が閉塞始終端許容速度情報であり、「Ｙ



(6) JP 4673498 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

１（ｍ）」及び「Ｙ２（ｍ）」が減速距離情報であり、「Ｘ１（ｍ）」及び「Ｘ２（ｍ）
」が制動開始距離情報である。
【００１７】
すなわち、先行列車２０’が自動閉塞区間４５を走行しており、地上信号機５１～５３が
それぞれ「Ｇ」現示、「Ｙ」現示、「Ｒ」現示を示している場合、地上装置３０は、続行
列車２０が、自動閉塞区間４２に進入するまで７５ｋｍ／ｈ（ｋｍ毎時）以下で走行する
ように、自動閉塞区間４２に進入後Ｘ１ｍ先の制動開始点まで７５ｋｍ／ｈ以下で走行し
て制動開始点からＹ１ｍ先の減速終了点までに４５ｋｍ／ｈ以下まで減速するように、自
動閉塞区間４３に進入後Ｘ２ｍ先の制動開始点まで４５ｋｍ／ｈ以下で走行して制動開始
点からＹ２ｍ先の減速終了点までに停止するように示した速度制御信号を各自動閉塞区間
へ伝送する。
そして、続行列車２０の車上装置１０は、前記速度制御信号を受信して、受信した信号が
示す情報から図１に示すような速度制御曲線を演算し、演算した速度制御曲線に基づいて
自列車２０の走行速度を制御する。
【００１８】
次に、図２を参照して、連続式ＡＴＳシステム１における車上装置１０の内部構成及び動
作について説明する。図２は、車上装置１０の内部構成を示すブロック図である。
【００１９】
図２に示すように、車上装置１０は、速度発電機１１、距離積算器１２、受信アンテナ１
３、受信器１４、速度制御曲線演算器１５、走行速度自動制御装置１６及び走行速度手動
制御装置１７を備えている。
【００２０】
速度発電機１１は、自列車２０の車輪と接続されており、車輪から自列車２０の現在の走
行速度を取得し、後述する距離積算器１２及び走行速度自動制御装置１６にそれぞれ走行
速度情報を出力する。
【００２１】
距離積算器１２は、速度発電機１１から取得した走行速度情報に基づいて各自動閉塞区間
の始端からの実際の走行距離を演算し、走行速度自動制御装置１６に距離情報を出力する
。
【００２２】
受信器１４は、地上装置３０から軌道４０の自動閉塞区間４１～４３に自動閉塞区間毎に
伝送された前記速度制御信号を受信アンテナ１３を介して受信する。そして、受信器１４
は、受信した速度制御信号から閉塞始終端許容速度情報、減速距離情報及び制動開始距離
情報を抽出して速度制御曲線演算器１５に出力する。
【００２３】
速度制御曲線演算器１５は、受信器１４から取得した閉塞始終端許容速度情報、減速距離
情報及び制動開始距離情報に基づいて、図１に示すような連続的な速度制御曲線を演算し
、走行速度自動制御装置１６に速度制御曲線を出力する。
すなわち、図１を参照して上述したように、先行列車２０’が自動閉塞区間４５を走行中
に地上信号機５１～５３が「Ｇ」現示、「Ｙ」現示、「Ｒ」現示をそれぞれ示している場
合、受信器１４により受信アンテナ１３を介して閉塞区間４１～４３から受信して抽出さ
れた情報である「７５（ｋｍ／ｈ）」、「Ｘ１（ｍ）、７５（ｋｍ／ｈ）、Ｙ１（ｍ）、
４５（ｋｍ／ｈ）」、「Ｘ２（ｍ）、４５（ｋｍ／ｈ）、Ｙ２（ｍ）、０（ｋｍ／ｈ）」
に基づいて、速度制御曲線演算器１５が図１に示すような速度制御曲線を演算して走行速
度自動制御装置１６に出力するのである。
【００２４】
走行速度自動制御装置１６は、速度制御曲線演算器１５により演算された速度制御曲線に
より示される許容速度と、速度発電機１１により取得された現在の走行速度とを、距離積
算器１２により積算された走行距離に基づいて比較する。そして、走行速度自動制御装置
１６は、後述する走行速度手動制御装置１７による手動制御により現在の走行速度が前記
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速度制御曲線により示される許容速度以下に減速しておらず超過していると判断した場合
にブレーキをかけて自列車２０の走行速度を制御する。
【００２５】
走行速度手動制御装置１７は、運転士による手動運転に応じてブレーキをかけて自列車２
０の走行速度を制御する。
【００２６】
以上のように、本発明の自動列車停止装置を適用した実施の形態における連続式ＡＴＳシ
ステム１において、地上装置３０が、軌道上４０の自動閉塞区間の各々に設置されている
位置検知手段により検知された列車、例えば、先行列車２０’の走行位置の後方にある前
記各自動閉塞区間に、地上信号機の現示に応じた閉塞始終端許容速度情報と、減速距離情
報と、制動開始距離情報とを伝送する。そして、続行列車２０の車上装置１０が、受信ア
ンテナ１３及び受信器１４を介して前記閉塞始終端許容速度情報と、前記減速距離情報と
、前記制動開始距離情報とを受信し、これらに基づいて速度制御曲線演算器１５により速
度制御曲線を演算する。また、車上装置１０は、速度発電機１１により自列車２０の走行
速度を検出するとともに、この走行速度に基づいて距離積算器１２により各自動閉塞区間
の始端からの自列車２０の走行距離を積算する。よって、車上装置１０は、演算された速
度制御曲線と取得された自列車２０の走行速度及び走行距離とに基づいて、運転士による
手動運転のバックアップとして走行速度自動制御装置１６により自列車２０の走行速度を
制御する。
【００２７】
したがって、許容速度情報だけでなく許容距離情報が地上装置３０から車上装置１０へ伝
送されるので、車上装置１０が許容距離と積算した走行距離とを比較することにより、従
来軌道４０に設置されていた列車進入検知手段により行なわれていた列車進入検知を当該
車上装置１０が行えるようになる。したがって、今まで使用していた列車進入検知手段を
省略することが可能になる。また、車上装置１０が許容速度情報及び許容距離情報に基づ
いて車上論理で連続的な可変速度制御曲線を生成するので、従来のように階段状の許容速
度情報ではなく、曲線状の許容速度情報に従って、当該車上装置１０が自列車２０の走行
速度を制御できるようになる。したがって、列車の運転効率を向上させることが可能にな
る。
【００２８】
なお、本発明は、上記実施の形態の内容に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲で適宜変更可能である。
例えば、本発明の実施形態における連続式ＡＴＳシステム１において、閉塞区間４２及び
４３では、図１に示すように閉塞始終端許容速度、減速距離及び制動開始距離がそれぞれ
設定されている。しかしながら、これら閉塞始終端許容速度、減速距離及び制動開始距離
は、各自動閉塞区間の勾配、列車の運転密度等を考慮して適宜設定されるものである。
【００２９】
また、本発明の実施形態における連続式ＡＴＳシステム１において、地上信号機５１～５
３は、図１に示すように「Ｇ」現示、「Ｙ」現示及び「Ｒ」現示をそれぞれ示していると
して説明したが、実際には、これら３つの現示だけでなく、例えば、「ＹＧ」現示、「Ｒ
Ｙ」現示等のように、更に多数の現示を示すことが可能である。
【００３０】
【発明の効果】
請求項１或いは２記載の発明によれば、許容速度情報だけでなく許容距離情報が地上装置
から車上装置へ伝送されるので、車上装置が許容距離と積算した走行距離とを比較するこ
とにより、従来軌道に設置されていた列車進入検知手段により行なわれていた列車進入検
知を当該車上装置が行えるようになる。したがって、今まで使用していた列車進入検知手
段を省略することが可能になる。また、車上装置が許容速度情報及び許容距離情報に基づ
いて車上論理で連続的な可変速度制御曲線を生成するので、従来のように階段状の許容速
度情報ではなく、曲線状の許容速度情報に従って、当該車上装置が自列車の走行速度を制
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御できるようになる。したがって、列車の運転効率を向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の自動列車停止装置を適用した実施形態における連続式ＡＴＳシステム１
の全体構成を示す図である。
【図２】連続式ＡＴＳシステム１における車上装置１０の内部構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
１　　　　　　連続式ＡＴＳシステム
１０、１０’　車上装置
１１　　　　　速度発電機
１２　　　　　距離積算器
１３　　　　　受信アンテナ
１４　　　　　受信器
１５　　　　　速度制御曲線演算器
１６　　　　　走行速度自動制御装置
１７　　　　　走行速度手動制御装置
２０、２０’　列車
３０　　　　　地上装置
４０　　　　　軌道
４１～４５　　自動閉塞区間
５１～５３　　地上信号機

【図１】 【図２】
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